
道町の休憩所「立石茶屋」がこの度、「旧堀田茶
舗（立石茶屋）店舗・座敷棟・土蔵」として、国の
登録有形文化財（建造物）に登録されることが決ま
りました。店舗や土蔵は、江戸時代末期に建てられ
たもので、店舗の奥に続く座敷棟は昭和初期に建設
されたとみられています。湯浅町の国の登録有形文
化財（建造物）は、「湯浅小学校講堂」と「栖原
角兵衛屋敷主屋・土蔵・土塀」に続いて、３カ所目
（合計７件）となります。
旧堀田茶舗は、かつては肥料などを取り扱う商家で、
その後はお茶を販売する商店でした。平成18年に町の
所有となり、平成19年以降は、熊野古道を歩く観光客な
どの休憩所「立石茶屋」として活用しています。
湯浅の中心市街地を通る熊野古道の景観を構成す
る建造物として、立石茶屋が国の登録有形文化財に
登録されることは、湯浅町にとって大変有意義なこ

とであります。
現在、湯浅駅旧駅舎を地域住民の憩いの場や観光客

が気軽に立ち寄れる施設となるよう整備を進めている
ところです。昭和の開業当初の姿にできる限り復元す
るとともに、ホームの一部を活用し、電車を見ながら
休憩できるスペースを設けることで皆さんに親しんで
もらえる施設にしたいと考えております。
湯浅駅旧駅舎や湯浅えき蔵を中心とした駅前周辺と

伝建地区をつなぐ、中間地点にあるのが立石茶屋です。
駅前から伝建地区へと湯浅のまちなかを、歴史を感じな
がら歩いていただけるような動線をつくることで湯浅の
魅力を多くの方々に体感してもらいたいと思います。
（令和４年８月25日）

町民の皆様へ
─ 町長メッセージ ─

湯浅町長

利 用 案 内
■開館時間：9時～21時
■休　館　日：毎月月末の金曜日、年末年始
■お問合せ：湯浅町立図書館　☎62‒2280

『変形菌』 川上新一／山と溪谷社
『広重ぶるう』 梶よう子／新潮社
『ナイトシフト』 香納諒一／祥伝社
『うまたん』 東川篤哉／ＰＨＰ研究所　　など

＊その他新着図書は、図書館ホームページの「新着資料検索」からご覧いただけます。＊
＊おはなし会（こども向け）　次回は９月10日㊏です！＊

図書館

スエズ動乱、フォークランド紛争からＥＵ離
脱、新型コロナウイルス、ダイアナ元妃の事
故死、孫夫婦の王室離脱まで。英国と世界

の激動の歴史とともに生きた、エリザベス２世の生涯を描
くノンフィクション。写真も多数掲載する。

ザ・クイーン
マシュー・デニソン／カンゼン

『しっかりママにつかまって！』 市川里美／ＢＬ出版
『新月の子どもたち』 斉藤倫／ブロンズ新社
『生まれかわりのポオ』 森絵都／金の星社
『中高生のスポーツハローワーク』 学研プラス　　など

分解された状態の日用品を組み立てるミ
ニチュアの作業員たち。完成した日用品
を、ミニチュア世界の住人はどう使うのか
－。見慣れたものが別のものに見えてくる写真絵本。

くみたて
田中達也／福音館書店

学校や家で使える小物が自分で作れる、小
学５・６年生に向けたハンドメイドレッスンブッ
ク。作り方は写真で、クラフトやぬい物、羊

毛フェルトの基本はマンガで解説する。

子どものハンドメイドレッスンＢＯＯＫ
朝日新聞出版
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石原慎太郎が、「自分と妻」の死後に出版する
目的で書いた自伝。弟・裕次郎や家族への愛
と感謝、文学・政治への情熱と悔恨、通り過
ぎていった女たちへの思慕と感傷などを綴る。

「私」という男の生涯
石原慎太郎／幻冬舎

L I B R A R Y

［対象：３歳～小学２年生］

［対象：小学５～６年生］

18令和４年９月

役場 湯浅町役場　 スポセン 湯浅スポーツセンター
えき蔵  湯浅えき蔵１階　観光交流センター
ふるさと  ふるさと振興課（旧図書館）　総セ 総合センター

町 民 カ レ ン ダ ー

月

月 火 水 木 金
ダンボール
（※1）

本・雑紙
牛乳パック
（※2）

古　着
（※3）

ペットボトル
（※3）

新　聞
（※2）

※１：まとめてしばって出してください。　※２：透明または半透明の袋に入れるかしばって出してください。
※３：透明または半透明の袋に入れて出してください。

9
日 月 火 水 木 金 土

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 カン類収集日 8 9 10
消費者相談 ふるさと
13時～16時

マイナンバーカード申
請受付 えき蔵
※要予約

11 12 13 14 ビン類収集日 15 16 17
・集団健診 総セ
・マイナンバー休日申
　請受付・交付 役場
　９時～12時
※要予約 P9 参照

消費者相談 ふるさと
13時～16時

18 19 20 21 カン類収集日 22 23 24
消費者相談 ふるさと
13時～16時

行政相談　えき蔵
13時30分～15時
P17 参照

25 26 27 28 ビン類収集日 29 30 1
消費者相談 ふるさと
13時～16時

マイナンバーカード申
請受付 総セ
※要予約 固定資産税・都市計画税 第３期

国民健康保険税 第３期
後期高齢者医療保険料 第３期
介護保険料 第３期　納期限

近年、地震や豪雨等の自然災害が多発し、被害を受けた家具類や
流木等の災害廃棄物が大量に発生し大きな問題となっています。
災害廃棄物を分別せずに道路へ山積みにすると、緊急車両の通

行の妨げになる等、衛生環境の悪化や早期復興に支障を与えます。
日頃からこまめにごみを出して備えましょう。また災害廃棄物が発
生したら、可能な限り分別し、早期復興へのご協力をお願いします。

①可燃物 ②畳・布団等 ③金属類 ④不燃物（がれき、ガラス、陶磁器等）

⑤家電４品目
（冷蔵庫、エアコン、テレビ、洗濯機） ⑥危険物・有害物

災害廃棄物の発生に備える！
住民生活課環境係（５・６番窓口）☎６４-１１02問

日頃からできる備え

・ごみを溜めこまず、
　こまめに出しましょう
・分別方法を確認しましょう。

災害廃棄物の分け方

19 令和４年９月


